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じ
て
、
建
議
と
い
う
形
で
、
意

見
や
要
望
を
行
っ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
改
正
後
は
、
農
業

委
員
会
が
農
地
等
の
利
用
の
最

適
化
に
関
し
て
、
行
政
機
関
に

対
し
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
、
意
見
を
述
べ

る
こ
と
に
関
し
て
は
、
変
わ
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

　
　
　

今
回
の
農
業
委
員
会
等

に
関
す
る
法
律
改
正
に
つ
い
て

は
、
農
業
委
員
、
農
業
に
関
す

る
仕
事
な
ど
を
弱
体
化
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
本
来
の
権
限
を

奪
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
流
れ
で
制
定
さ
れ
る
本

条
例
に
は
反
対
で
あ
る
。

討
論

あ
れ
ば
、
説
明
会
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
区
に

よ
っ
て
は
自
治
会
で
は
な
く
農

業
団
体
な
ど
で
推
薦
・
応
募
を

考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
、
そ
う
い
う
地
区
等
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
を
踏

襲
し
て
推
薦
・
応
募
方
法
を
決

め
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　

法
改
正
に
関
す
る
周
知
に
つ

い
て
は
、
農
業
委
員
会
だ
よ
り

や
広
報
等
で
お
知
ら
せ
す
る
予

定
と
し
て
い
る
。

　
　

行
政
機
関
に
対
す
る
建
議

な
ど
、
今
後
の
運
用
に
つ

い
て
。

　
　

今
ま
で
行
政
機
関
に
対
し

農
業
委
員
会
が
必
要
に
応

問答

し
、
今
回
、
長
浜
中
学
校
全
体

の
施
設
整
備
を
行
う
際
に
、
こ

の
給
食
施
設
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
校
舎
や
体
育
館
の
配

置
が
限
定
さ
れ
て
は
い
け
な
い

こ
と
や
維
持
管
理
に
年
間
１
，

０
０
０
万
円
の
経
費
が
必
要
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
児
童
・
生

徒
数
の
減
少
な
ど
に
よ
り
大
洲

市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
対
応

が
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
廃

止
す
る
理
由
を
説
明
し
、
平
成

29
年
度
末
で
廃
止
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
御
理
解
い
た
だ
い
た

と
判
断
し
て
い
る
。

◆
請
願
第
44
号
「
安
全
・
安
心

の
医
療
・
介
護
の
実
現
と
夜
勤

交
替
制
労
働
の
改
善
を
求
め
る

請
願
書
」

　
　
　

こ
の
請
願
は
、
文
章
の

時
系
列
に
違
和
感
が
あ
り
、
ま

た
、
請
願
項
目
に
お
い
て
、
勤

務
環
境
改
善
と
は
、
か
け
は
な

れ
た
項
目
が
あ
る
こ
と
な
ど
、

請
願
の
事
項
に
不
明
な
点
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
不
採
択
と
す
べ

き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

不
採
択

◆
請
願
第
45
号
「
年
金
制
度
改

革
関
連
法
案（「
年
金
カ
ッ
ト
」法

案
）
の
廃
案
と
最
低
保
障
年
金

制
度
の
実
現
、
年
金
支
給
の
毎

意
見

意
見
3

審
査
結
果

月
払
い
な
ど
を
求
め
る
請
願
」

　
　
　

年
金
制
度
は
世
代
間
扶

助
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
少
子

高
齢
化
が
進
行
す
る
中
で
は
、

年
金
保
険
料
を
納
め
る
人
と
年

金
受
給
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
適
正

に
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
若
い
方
た
ち
の
年
金
給
付

水
準
を
確
保
す
る
た
め
に
は
年

金
制
度
改
革
関
連
法
案
の
廃
案

を
求
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
不

採
択
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

不
採
択

◆
大
洲
市
農
業
委
員
会
の
委
員

及
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　
　
　

農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
が
新
た
に

設
置
さ
れ
た
こ
と
や
農
業
委
員

の
選
出
方
法
が
変
更
さ
れ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
条
例
を
改
正
す

る
も
の
。

　
　

今
後
の
農
業
委
員
等
の
選

考
予
定
と
制
度
周
知
に
つ

い
て
。

　
　

各
自
治
会
で
推
薦
さ
れ
る

地
区
に
つ
い
て
は
、
説
明

会
を
実
施
し
て
お
り
、
依
頼
が

意
見

意
見
3

審
査
結
果委

員
長　

武
田　

雅
司

産
業
建
設
委
員
会

説
明

問答

◆
山
鳥
坂
ダ
ム
地
域
振
興
基
金

に
つ
い
て

　
　
　

こ
の
事
業
は
、
山
鳥
坂

ダ
ム
建
設
に
伴
う
行
政
需
要
増

大
に
対
す
る
国
か
ら
の
補
償
金

を
原
資
と
し
て
、
水
源
地
域
等

の
地
域
振
興
を
図
る
目
的
で
基

金
を
積
み
立
て
る
も
の
。

　
　

基
金
の
運
用
と
今
後
の
事

業
計
画
に
つ
い
て
。

　
　

基
金
の
運
用
に
つ
い
て

は
、
山
鳥
坂
ダ
ム
完
成
ま

で
の
、
概
ね
10
年
間
を
想
定
し

て
お
り
、
ソ
フ
ト
事
業
を
中
心

と
し
た
基
金
運
用
を
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
事
業
計
画
に
つ
い

て
は
、
肱
川
地
域
と
河
辺
地
域

の
方
か
ら
の
ご
意
見
を
頂
き
な

が
ら
、
ダ
ム
完
成
後
の
地
域
づ

説
明

問答

▼
総
務
企
画
委
員
会

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
整
備

事
業
（
鹿
野
川
荘
）

▼
厚
生
文
教
委
員
会

　

平
野
小
耐
震
化
工
事
等

　

（
仮
設
教
室
）

▼
産
業
建
設
委
員
会

　

鹿
野
川
ダ
ム
改
造
事
業

　
（
ト
ン
ネ
ル
洪
水
吐
き
内
）
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